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全
国
消
費
者
物
価
指
数
が
低
下
し
た
こ

と
に
と
も
な
い
、
平
成
２３
年
度
の
支
給
分

か
ら
次
の
と
お
り
手
当
額
が
改
定
と
な
り

ま
す
。 

              

J
障
が
い
福
祉
課
蕁
A
４
２
８ 

  

　
市
で
は
、
第
５
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
す
る
に

あ
た
り
、
市
内
在
住
の
６５
歳
以
上
の
方
２

０
０
０
人
（
無
作
為
抽
出
）
と
、
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
ま
す
。 

　
調
査
結
果
は
、
今
後
の
市
の
高
齢
者
施

策
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

J
長
寿
介
護
課
蕁
A
２
１
８ 

   
　
広
報
や
し
お
１０
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま

し
た
「
７５
歳
以
上
の
高
齢
者
を
対
象
と
し

た
安
否
確
認
調
査
」
は
、
民
生
委
員
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、
対
象
者
す
べ
て

の
安
否
を
確
認
で
き
ま
し
た
。
ご
協
力
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

J
長
寿
介
護
課
蕁
A
３
０
４ 

   

　
平
成
２３
年
度
固
定
資
産
税
（
土
地
・
家

屋
）
の
納
税
者
の
方
は
、
本
人
の
土
地
や

家
屋
の
価
格
と
市
内
の
他
の
土
地
や
家
屋

の
価
格
と
の
比
較
が
で
き
る
よ
う
、
次
の

帳
簿
を
縦
覧
で
き
ま
す
。 

　
な
お
平
成
２３
年
度
か
ら
都
市
計
画
税
率

が
変
更
に
な
り
ま
す
（
平
成
２２
年
度
ま
で

０．２
パ
ー
セ
ン
ト
↓
平
成
２３
年
度
か
ら
０
・

２５
パ
ー
セ
ン
ト
）。あ
ら
か
じ
め
税
額
を
確

認
し
た
い
方
は
、
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。 

O
▼
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
・
地

番
・
地
目
・
地
積
・
価
格
）
▼
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・

構
造
・
床
面
積
・
価
格
） 

Q
４
月
１
日
貊
〜
５
月
３１
日
貂
（
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
）
　
①
午
前
８
時
３０
分
〜
午

後
５
時
１５
分
②
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
７

時 ※
市
内
に
固
定
資
産
を
お
持
ち
の
方
が
、

こ
の
期
間
に
本
人
の
課
税
台
帳
を
閲
覧
す

る
場
合
は
、
課
税
台
帳
の
写
し
は
無
料
と

な
り
ま
す
。
（
こ
の
期
間
以
降
は
有
料
） 

L
①
市
役
所
資
産
税
課
（
縦
覧
・
閲
覧
、

庁
舎
１
階
１５
番
窓
口
）
②
駅
前
出
張
所
（
閲

覧
の
み
） 

※
縦
覧
・
閲
覧
に
は
、
運
転
免
許
証
、
健

康
保
険
証
な
ど
、
本
人
確
認
の
た
め
の
書

面
の
提
示
と
印
鑑
が
必
要
で
す
。 

J
資
産
税
課
蕁
A
２
０
５ 

  

　
平
成
２２
年
度
ま
で
の
市
税
の
納
付
は
お

済
み
で
す
か
？
連
絡
も
な
く
納
付
さ
れ
な

い
場
合
、
納
付
期
限
内
に
納
付
さ
れ
て
い

る
多
く
の
方
と
の
公
平
性
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
財
産
の
差

し
押
さ
え
な
ど
厳
し
く
対
処
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は
、
速
や
か
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
特
別
な
事
情
な
ど
に
よ
り
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
必
ず
納
税
相
談
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。 

J
納
税
課
蕁
A
２
０
７ 

  

　
市
で
は
、
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
、

規
則
な
ど
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
、

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
募
集
し
て
い

ま
す
。 

　
募
集
す
る
と
き
は
、
そ
の
要
領
を
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市
民
参
画
」
コ
ー
ナ
ー

に
掲
載
（
市
役
所
１
階
「
８４０
情
報
資
料
コ

ー
ナ
ー
」
に
も
設
置
）
し
ま
す
。
掲
載
は
、

規
則
な
ど
を
定
め
る
機
会
の
あ
る
た
び
と

な
る
た
め
不
定
期
で
す
が
、
意
見
の
募
集

期
間
を
原
則
３０
日
間
と
し
て
い
ま
す
。 

　
「
市
民
参
画
」
コ
ー
ナ
ー
を
ご
覧
い
た

だ
き
、
ご
意
見
の
あ
る
と
き
は
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。 

J
▼
内
容
に
つ
い
て
＝
掲
載
し
て
い
る
担

当
課
▼
制
度
に
つ
い
て
＝
総
務
人
事
課
蕁

A
２
３
０ 

  

　
平
成
２３
年
第
１
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
２
月
２８
日
豺
か
ら
３
月
１８
日
貊
ま
で
開

会
し
て
い
ま
す
。 

一
般
質
問
日
＝
３
月
１４
日
豺
・
１６
日
貉
・

１７
日
貅 

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
仕
事
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と
。 

R
各
日
４２
人
（
当
日
先
着
順
） 

J
議
事
調
査
課
蕁
A
２
７
７ 

  

　
市
で
は
、
八
潮
市
環
境
基
本
計
画
に
基

づ
く
年
次
報
告
書
（
平
成
２１
年
度
版
）
「
水

と
緑
に
ふ
れ
あ
え
る
、
環
境
に
や
さ
し
い

ま
ち
八
潮
を
目
指
し
て
」
を
作
成
し
ま
し

た
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ほ
か
、
市
役

所
８４０
情
報
資
料
コ
ー
ナ
ー
、
文
化
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
、
駅
前
出
張
所
、
ゆ
ま
に
て
、

八
幡
図
書
館
、
八
條
図
書
館
、
資
料
館
で

も
閲
覧
で
き
ま
す
。 

O
八
潮
市
の
概
要
、
環
境
に
関
す
る
計
画
、

現
状
と
課
題
な
ど 

J
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
課
蕁
A
３
３
８ 

  

　
大
会
お
よ
び
設
備
点
検
の
た
め
、
休
館

し
ま
す
。 

Q
●
３
月
２７
日
豸
　
午
前
９
時
〜
午
後
６

時
※
第
４
部
は
平
常
ど
お
り 

●
４
月
１
日
貊
　
午
前
９
時
〜
正
午
※
第

２
部
以
降
は
平
常
ど
お
り 

J
市
民
温
水
プ
ー
ル
蕁
９３６
・
６
８
２
４ 

  

　
市
内
に
居
住
す
る
６５
歳
以
上
の
方
に
、

世
代
間
の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
ご
利
用

い
た
だ
い
て
い
る
八
潮
浴
場
の
利
用
時
間

が
、
４
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。 

Q
毎
週
木
曜
日
　
午
後
３
時
３０
分
〜
５
時

３０
分
（
変
更
前
＝
午
後
７
時
ま
で
） 

J
長
寿
介
護
課
蕁
A
４
４
７ 

八
潮
市
高
齢
者
実
態
調
査
 

本
年
度
分
の
納
税
は
お
済
み
で
す
か
？
 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
 

八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴
 

八
潮
市
環
境
報
告
書
を
公
表
し
ま
す
 

市
民
温
水
プ
ー
ル
臨
時
休
館
 

ふ
れ
あ
い
浴
場
の
利
用
時
間
変
更
 

Q

L

O

K

R

M

J

N

P

平
成
２３
年
度
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
 

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
手
当
額
の
改
定
 

７５
歳
以
上
の
方
の
安
否
確
認
 

調
査
が
終
了
し
ま
し
た
 

固
定
資
産
の
価
格
な
ど
の
縦
覧
と
 

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
 

日曜日に住民異動届を 
受け付けします 

　転出・転入の届け出が多い年度末と年度始めの日曜日に、本庁舎
市民課窓口と駅前出張所にて、次の業務を受け付けします。 

Q３月２０日・２７日、４月３日・１０日 
　午前８時３０分～午後５時１５分 
＊駅前出張所は通常の開庁時間とは異なりますので、ご注意ください。 

※他市への照会や市民課以外の手続きが必要な場合、内容により
後日来庁していただく場合があります。 
J市民課蕁B４２０ 

特別児童扶養手当（１級） 50,750円 
 

33,800円 
 

26,440円 
 

14,380円 

特別児童扶養手当（2級） 

特別障害者手当 

障害児福祉手当 
福祉手当（経過措置分） 

改定前 
（平成22年度） 

５０，５５０円 
 

３３，６７０円 
 

２６，３４０円 
 

１４，３３０円 

改定後 
（平成２３年度） 

業務内容（○：手続き可能　×：手続き不可能） 

各種証明書 
の交付 

本庁舎 
市民課 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 駅前 
出張所 

住民異動届※ 
（転出・転入届等） 

印鑑登録 

戸籍の 
届け出※ 

外国人 
登録 

まんまるよやく登録の 
更新手続きをお願いします 

　平成２２年１月２８日から、まんまるよやくの利
用者登録に有効期限（２年間）を設定したこ
とに伴い、まんまるよやくは更新手続きが必要
となりました。更新手続きをしなかったカードは、
４月以降は使えなくなりますので、次のとおり
手続きをお願いします。 

Q３月３１日貅　午後５時まで 
N平成１９年１２月３１日までに利用者登録した方 
※利用者登録日は利用者登録カードの裏面に記載してあります。 
※更新手続きは、利用者登録した本人のみ行うことができます。 
※団体登録の更新手続きは、団体の代表者または担当者が行ってください。 
Lいつも利用している施設の窓口（エイトアリーナは除く） 
K利用者登録カード、利用者登録した方の本人確認書類（免許証など） 
　※複数の利用者カードをお持ちの方は、団体カード、個人カードそれぞれ１枚にまとめま
すので、併せてお持ちください。 
 
◎利用者限定施設について 
 体育施設や八幡公民館・八條公民館・やしお生涯楽習館などは、更新手続きとは別に
申請が必要です。申請を行わないとインターネットから施設予約ができません。詳しくはお
問い合わせください。 
J市民協働推進課蕁B３２８ 

利用者登録カード 登録番号： 

草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町 

埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム 

まんまるよやく

氏名（団体名及び代表者名） 


